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議案第 ３９ 号 令和５年度南砺市一般会計補正予算（第１号）･･････････････････ ３

条例関係

議案第 ４０ 号 南砺市城端織物会館条例の廃止について････････････････････････ ２５

議案第 ４１ 号 財産の取得について･･････････････････････････････････････････ ２７

議案第 ４２ 号 財産の減額貸付について･･････････････････････････････････････ ２８

報告第 ２ 号 専決処分の報告について･･････････････････････････････････････ ２９

そ の 他

令和５年５月会議提出案件

目　　　次

予算関係
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議案第３９号 

 
令和５年度南砺市一般会計補正予算（第１号） 

 

令和５年度南砺市一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８５２，９５０千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３，９８２，９５０千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

令和５年５月１１日提出 

 

 

南砺市長 田 中 幹 夫 
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  1 市債 2,074,300 442,200 2,516,500

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 33,130,000 852,950 33,982,950

  5 雑入 478,735 2,000 480,735

 23 市債 2,074,300 442,200 2,516,500

 22 諸収入 969,382 7,177 976,559

  4 受託事業収入 44,331 5,177 49,508

 20 繰入金 2,616,690 40,272 2,656,962

  1 繰入金 2,616,690 40,272 2,656,962

  1 国庫負担金 1,322,255 96,674 1,418,929

  2 国庫補助金 1,204,764 266,627 1,471,391

款 項 補正前の額

歳　入

 16 国庫支出金 2,534,849

(単位：千円)

363,301 2,898,150

補正額 計

第１表　　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正
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補正額 計

 

(単位：千円)

款 項 補正前の額

歳　出

  1 議会費 220,283 376 220,659

  1 議会費 220,283 376 220,659

  2 総務費 3,603,200 5,726 3,608,926

  1 総務管理費 3,138,500 5,726 3,144,226

  3 民生費 8,533,380 374,353 8,907,733

  1 社会福祉費 5,382,264 293,798 5,676,062

  2 児童福祉費 3,151,116 80,555 3,231,671

  4 衛生費 2,872,318 122,528 2,994,846

  1 保健衛生費 2,072,090 122,528 2,194,618

  7 商工費 1,471,117 50,431 1,521,548

  1 商工費 1,471,117 50,431 1,521,548

  8 土木費 4,420,782 13,720 4,434,502

  2 道路橋梁費 2,210,801 13,720 2,224,521

 10 教育費 3,650,125 285,816 3,935,941

  2 小学校費 991,613 94,571 1,086,184

  3 中学校費 480,043 91,992 572,035

  4 社会教育費 1,263,920 24,123 1,288,043

  5 保健体育費 554,507 75,130 629,637

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 33,130,000 852,950 33,982,950
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第２表

（変　更） （単位　：　千円）

補正前 補正額 補正後

過疎対策事業債 1,189,200 442,200 1,631,400
普通貸借

又は
証券発行

  年5.0%以内
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率）

　借入先の融資条件に従
い償還するものとする。た
だし、市財政の都合によ
り、据置期間及び償還期
限を短縮し、若しくは繰
上償還し、又は低利に借
換えすることができる。

地　　方　　債　　補　　正

起債の目的
限度額

起債の方法 利率 償還の方法
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 23 市債 2,074,300 442,200 2,516,500

363,301 2,898,150

　　歳　　　入　　　合　　　計　　 33,130,000 852,950 33,982,950

7,177 976,559

 20 繰入金 2,616,690 40,272 2,656,962

 22 諸収入 969,382

 16 国庫支出金 2,534,849

(単位：千円)

款 補　正　前　の　額 補　正　額 計

歳　入

　歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

１．総　括
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地方債 その他

款 補正前の額 補正額 計

歳　出

 

補正額の財源内訳

特定財源
一般財源

国県支出金

(単位：千円)

376  1 議会費 220,283 376 220,659

5,726  2 総務費 3,603,200 5,726 3,608,926

149,114 213,500 11,739  3 民生費 8,533,380 374,353 8,907,733

122,528  4 衛生費 2,872,318 122,528 2,994,846

40,199 1,500 5,177 3,555  7 商工費 1,471,117 50,431 1,521,548

6,860 6,860  8 土木費 4,420,782 13,720 4,434,502

44,600 227,200 △900 14,916 10 教育費 3,650,125 285,816 3,935,941

363,301 442,200 4,277 43,172　　歳　出　合　計　　 33,130,000 852,950 33,982,950
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子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金[10/10]                    1,196

公立学校情報機器整備費補助金[1/2]                                  4,200

学校施設環境改善交付金（小）[1/3]                                 20,200

学校施設環境改善交付金（中）[1/3]                                 20,200

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金[10/10]     25,854

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金[定額]             159,117

デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル）[1/2]                    6,860

子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金[10/10]                   29,000

財政調整基金繰入金

  1 

43,172

165,977

96,674

第 20 款　繰入金                    第  1 項　繰入金

財政調整基金繰入金                                                43,172  1 

基金繰入金 2,616,690 40,272 2,656,962

25,854

 10 

衛生費国庫補助金 16,546 25,854 42,400 保健衛生費補助金

中学校費補助金 20,200

  1 

24,400

民生費国庫補助金 111,293 30,196 141,489 児童福祉費補助金 30,196

  7 

  3 

教育費国庫補助金 43,149 44,600 87,749 小学校費補助金

  2 

  1 

  2 

総務費国庫補助金 237,125 165,977 403,102 総務管理費補助金

  1 

  2 

衛生費国庫負担金 1,193 96,674 97,867 保健衛生費負担金

節
説　　　明

区　分 金額
目 補正前の額 補　正　額 計

  1   2 新型コロナウイルスワクチン接種対策国庫負担金[10/10]               96,674

２．歳入

第 16 款　国庫支出金                    第  1 項　国庫負担金 (単位：千円)

　計　 1,322,255 96,674 1,418,929

第 16 款　国庫支出金                    第  2 項　国庫補助金

　計　 1,204,764 266,627 1,471,391
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第 20 款　繰入金                    第  1 項　繰入金 (単位：千円)

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　明
区　分 金額

(  1 基金繰入金)  31 こども未来創造基金繰入金                                         △2,900

  5   2 商工観光施設維持費受託事業収入                                     5,177

こども未来創造基金繰 △2,900

入金

  1  13 自治総合センター助成金                                             2,000

商工費受託事業収入 0 5,177 5,177 商工観光施設維持費受 5,177

託事業収入

雑入 478,735 2,000 480,735 教育費雑入 2,000

　計　 478,735 2,000 480,735

  2   1 社会福祉施設整備（過疎債）                                       166,100

民生債 155,700 213,500 369,200 社会福祉債 166,100

　計　 2,616,690 40,272 2,656,962

第 22 款　諸収入                    第  4 項　受託事業収入

　計　 44,331 5,177 49,508

第 22 款　諸収入                    第  5 項　雑入

第 23 款　市債                    第  1 項　市債
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第 23 款　市債                    第  1 項　市債 (単位：千円)

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　明
区　分 金額

(  2 民生債)   2 児童福祉施設整備債（過疎債）                                      47,400

児童福祉債 47,400

  5   2 観光ソフト事業（過疎債）                                           1,500

商工債 94,800 1,500 96,300 観光事業債 1,500

  8   1 学校教育施設整備事業（過疎債）                                    63,900

教育債 359,400 227,200 586,600 小学校債 63,900

教育文化施設整備（過疎債）                                        22,900

  2 学校教育施設整備事業（過疎債）                                    69,400

中学校債 69,400

　計　 2,074,300 442,200 2,516,500

  4 社会教育施設整備（過疎債）                                        71,000

社会教育施設費 93,900
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第  2 款　総務費                    第  1 項　総務管理費

5,726　計　 3,138,500 5,726 3,144,226

 13 

1,569公共交通費 309,095 1,569 310,664

 12 

委託料 1,569

3,793

2,8652,865

  7 

企画費 118,122 3,793 121,915

人事管理費 50,317 364 50,681 旅費 364 364

928

  8 

旅費 928

  1   2 

議員調査活動

376　計　 220,283 376 220,659

費

説明

(単位：千円)

一般財源
目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特定財源

国県支出金 地方債 その他

事業名

議会費 220,283 376 220,659

  1 

376

  4 

 12 

委託料 2,865

  8 

節

区　分 金額

  8 

旅費 376

364

928

人事管理費

  1 

秘書費

  4 

交流費

計

  5 

３．歳出

第  1 款　議会費                    第  1 項　議会費

3,793

1,569

5,726

市営バス車両

管理費

金額

376

376

・記念誌作成業務委託料         601

補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

69,282 ／ 1,569 ／ 70,851

市営バス置き去り防止安全装置設置業

務委託料                     1,569

職員旅費                       364

補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

16,417 ／ 928 ／ 17,345

市長旅費                       564

随行職員旅費                   364

補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

45,740 ／ 2,865 ／ 48,605

紹興市友好都市締結４０周年記念事業

・派遣業務委託料             2,264

補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

21,004 ／ 376 ／ 21,380

議員旅費                       376

補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

50,317 ／ 364 ／ 50,681
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第  3 款　民生費                    第  2 項　児童福祉費

役務費 440 ・通信費                       374

需用費 256 付費 ・職員手当                     500

 11 ・事務費                       256

児童措置費 627,620 30,196 657,816 職員手当等 500 子育て世帯生 30,196 30,196 0 ／ 30,196 ／ 30,196

 10 活支援特別給 子育て世帯生活支援特別給付金

  2   3   8 （国) 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

                           174,880

　計　 5,382,264 293,798 5,676,062 293,798 118,918 166,100 8,780

心身障害者福祉 1,554,108 174,880 1,728,988 負担金補助及び 174,880 障害福祉推進 174,880 166,100 8,780 37,599 ／ 174,880 ／ 212,479

費 交付金 費 マーシ園八乙女移転新築工事補助金

交付金

  6  18   2 （地) 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

 18 ・システム改修等業務委託料  11,539

負担金補助及び 105,000 ・給付金                   105,000

 12 ・通信費                     1,541

委託料 11,539 ・口座振込等手数料             444

 11 給付金給付費 ・職員手当                     294

役務費 1,985 ・事務費                       100

 10 食料品等価格 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支

需用費 100 高騰緊急支援 援給付金

  1   3  15 （国) 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

社会福祉総務費 1,081,001 118,918 1,199,919 職員手当等 294 電力・ガス・ 118,918 118,918 0 ／ 118,918 ／ 118,918

第  3 款　民生費                    第  1 項　社会福祉費 (単位：千円)

目 補正前の額 補正額 計

節

事業名 金額

補正額の財源内訳

説明
区　分 金額

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他
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第  4 款　衛生費                    第  1 項　保健衛生費

  8 ・費用弁償                      80

旅費 80 ・事務費                     1,402

  7 ・職員手当                     628

報償費 5,824 ・医師、看護師、薬剤師謝礼   5,824

  3 イルスワクチ 新型コロナウイルスワクチン接種事業

職員手当等 628 ン接種費 ・会計年度任用職員報酬　１人   412

  2   1   4 （国) 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

予防費 189,910 122,528 312,438 報酬 412 新型コロナウ 122,528 122,528 0 ／ 122,528 ／ 122,528

　計　 3,151,116 80,555 3,231,671 80,555 30,196 47,400 2,959

工事請負費 48,961 ・監理業務委託料             1,023

・床修繕工事                48,961

児童福祉施設管 0 49,984 49,984 委託料 1,023 児童福祉施設 49,984 47,400 2,584 0 ／ 49,984 ／ 49,984

理費  14 管理費 福野ひまわり保育園床修繕工事

務委託料                       375

  6  12   1 （地) 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

保育実施費 2,007,463 375 2,007,838 委託料 375 保育園費 375 375 827,787 ／ 375 ／ 828,162

通園バス置き去り防止安全装置設置業

交付金

  5  12   2 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

(  2 児童措置  18 ・口座振込手数料                66

費) 負担金補助及び 29,000 ・給付金                    29,000

第  3 款　民生費                    第  2 項　児童福祉費 (単位：千円)

目 補正前の額 補正額 計

節

事業名 金額

補正額の財源内訳

説明
区　分 金額

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他
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第  7 款　商工費                    第  1 項　商工費

交付金 ・補助金                    25,000

 18 中小企業等事業再構築促進補助金

負担金補助及び 40,100 ・チラシ印刷                    99

  2  10   3 （国) 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

商工振興費 555,244 40,199 595,443 需用費 99 商工振興費 40,199 40,199 151,756 ／ 40,199 ／ 191,955

　計　 2,072,090 122,528 2,194,618 122,528 122,528

・集団接種会場設営業務委託料 4,430

・集団接種会場等使用料         764

・健康管理システム改修業務委託料

                             2,200

料                           4,455

・ワクチン運搬業務委託料     2,244

料 ・集団接種会場事務業務委託料 6,356

・ワクチン接種案内通知作成業務委託

 13 ・ワクチン接種会場駐車場整理業務委

使用料及び賃借 764 託料                           310

 12 ・ワクチン接種事務支援業務委託料

委託料 108,458                             14,984

 11 ・県国保連合会事務手数料       900

役務費 4,510 ・ワクチン接種業務委託料    73,479

(  2 予防費)  10 ・接種案内印刷                 450

需用費 1,852 ・通信費                     3,610

第  4 款　衛生費                    第  1 項　保健衛生費 (単位：千円)

目 補正前の額 補正額 計

節

事業名 金額

補正額の財源内訳

説明
区　分 金額

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他
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　計　 1,471,117 50,431 1,521,548 50,431 40,199 1,500 5,177 3,555

ルユニット更新工事           2,552

計 8,732 5,177 3,555

温泉施設維持 2,552 2,552 80,201 ／ 2,552 ／ 82,753

費 桜ヶ池クアガーデン温浴棟ファンコイ

費 五箇山荘非常用発電機更新工事 1,003

 38 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

 37 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

国民宿舎管理 1,003 1,003 26,101 ／ 1,003 ／ 27,104

工事請負費 3,555 ・調査設計業務委託料         3,948

・成果品調査点検業務委託料   1,229

商工観光施設維 555,306 8,732 564,038 委託料 5,177 合掌の里管理 5,177 5,177 17,840 ／ 5,177 ／ 23,017

持費  14 費 合掌の里小林家移転

交付金 観光資源発掘事業補助金       1,500

  5  12   2 （諸収) 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

  3  18   1 （地) 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

観光費 168,050 1,500 169,550 負担金補助及び 1,500 観光推進費 1,500 1,500 168,050 ／ 1,500 ／ 169,550

(  2 商工振興 なんチケプロジェクト2023事業補助金

費)                             15,100

第  7 款　商工費                    第  1 項　商工費 (単位：千円)

目 補正前の額 補正額 計

節

事業名 金額

補正額の財源内訳

説明
区　分 金額

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他
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第 10 款　教育費                    第  1 項　教育総務費

第 10 款　教育費                    第  2 項　小学校費

費 興費 児童用図書購入                 250

  3  17   1 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

小学校教育振興 174,152 250 174,402 備品購入費 250 小学校教育振 250 250 151,319 ／ 250 ／ 151,569

工事請負費 84,513 ・実施設計業務委託料         3,019

・グラウンド整備工事        84,513

小学校管理費 270,973 87,532 358,505 委託料 3,019 小学校施設整 87,532 20,200 63,900 3,432 50,270 ／ 87,532 ／ 137,802

 14 備費 福光南部小学校グラウンド整備工事

  1  12   4 （国) （地) 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

運営費 財源振替

　計　 360,042 0 360,042 0 4,200 △2,900 △1,300

  4   2 （国) （繰入) 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

教育センター費 47,245 0 47,245 教育センター 0 4,200 △2,900 △1,300 41,813 ／ 0 ／ 41,813

　計　 2,210,801 13,720 2,224,521 13,720 6,860 6,860

整備費（補助 住民参加型インフラ管理システム構築

） 業務委託料                  13,720

  1  12   2 （国) 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

道路橋梁維持費 588,955 13,720 602,675 委託料 13,720 道路橋梁施設 13,720 6,860 6,860 405,500 ／ 13,720 ／ 419,220

第  8 款　土木費                    第  2 項　道路橋梁費 (単位：千円)

目 補正前の額 補正額 計

節

事業名 金額

補正額の財源内訳

説明
区　分 金額

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他
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第 10 款　教育費                    第  3 項　中学校費

　計　 480,043 91,992 572,035 91,992 20,200 69,400 2,392

 17 

備品購入費 250

 11 生徒用図書購入                 250

役務費 10

  4 ・社会保険料                 △638

共済費 △638 スポーツ安全保険料              10

  3 ・給料　△１人             △2,466

職員手当等 △860 ・手当　△１人               △860

費   2 興費 会計年度任用職員

給料 △2,466 ・報酬　１人                 2,438

  3   1   1 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

中学校教育振興 132,999 △1,266 131,733 報酬 2,438 中学校教育振 △1,266 △1,266 111,283 ／ △1,266 ／ 110,017

備費 福野中学校グラウンド整備工事

                            93,258

  1  14   4 （国) （地) 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

中学校管理費 205,843 93,258 299,101 工事請負費 93,258 中学校施設整 93,258 20,200 69,400 3,658 27,777 ／ 93,258 ／ 121,035

　計　 991,613 94,571 1,086,184 94,571 20,200 63,900 10,471

行費 運行費 スクールバス置き去り防止安全装置設

置業務委託料                 6,789

  4  12   1 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

スクールバス運 118,813 6,789 125,602 委託料 6,789 スクールバス 6,789 6,789 118,813 ／ 6,789 ／ 125,602

第 10 款　教育費                    第  2 項　小学校費 (単位：千円)

目 補正前の額 補正額 計

節

事業名 金額

補正額の財源内訳

説明
区　分 金額

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

-18-



第 10 款　教育費                    第  5 項　保健体育費

　計　 554,507 75,130 629,637 75,130 71,000 4,130

城端温水プール機械設備等更新工事

                            75,130

  3  14   4 （地) 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

体育施設費 425,911 75,130 501,041 工事請負費 75,130 プール管理費 75,130 71,000 4,130 108,528 ／ 75,130 ／ 183,658

　計　 1,263,920 24,123 1,288,043 24,123 22,900 2,000 △777

美術館費 79,178 24,123 103,301 工事請負費 24,123 美術館管理費 24,123 22,900 1,223 34,772 ／ 24,123 ／ 58,895

非常用発電機更新工事        24,123

ャンプ費 財源振替

  8  14   1 （地) 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

  2   7 （諸収) 補正前額 ／ 補正額 ／ 補正後額

社会教育振興費 59,864 0 59,864 国際木彫刻キ 0 2,000 △2,000 43,090 ／ 0 ／ 43,090

第 10 款　教育費                    第  4 項　社会教育費 (単位：千円)

目 補正前の額 補正額 計

節

事業名 金額

補正額の財源内訳

説明
区　分 金額

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他
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１．一　般　職

　（１）　総　　括 ※「ア　会計年度任用職員以外」と「イ　会計年度任用職員」の合計  (単位：千円)

給　　　　　与　　　　　費

（　　）内は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当

の内訳

給　与　費　明　細　書

区　　　分 職員数(人) 共済費 合       計 備　　考

報　酬 給　料 職員手当 計

741,735 4,607,405
637

補 正 前
(502)

571,122 2,186,163 1,107,439 3,864,724

補 正 後
(504)

573,972 2,183,697 1,108,001 3,865,670

742,373 4,607,097
638

比 較
(2)

2,850 △ 2,466 562 946 △ 638 308
△ 1

区分 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当

補正後 56,567 38,250 14,669 46,506 20,772 66,814

補正前 56,567 38,250 14,669 46,602 21,042 65,392

比　 較 △ 96 △ 270 1,422

児童手当

補正後 948 3,095 501,206 337,114 22,060

区分 宿日直手当
管  理  職  員
特別勤務手当

寒冷地手当 期末手当 勤勉手当

補正前 948 3,095 501,700 337,114 22,060

比　 較 △ 494
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ア　会計年度任用職員以外の職員  (単位：千円)

給　　　　　与　　　　　費

（　　）内は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当

の内訳

区　　　分 職員数(人) 共済費 合       計 備　　考

報　酬 給　料 職員手当 計

580,812 3,500,725
512

補 正 前
(22)

1,906,010 1,012,481 2,918,491

補 正 後
(22)

1,906,010 1,013,903 2,919,913

580,812 3,499,303
512

比 較 1,422 1,422 1,422

区分 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当

補正後 56,567 38,250 14,669 39,333 13,632 66,786

補正前 56,567 38,250 14,669 39,333 13,632 65,364

比　 較 1,422

児童手当

補正後 948 3,095 421,749 337,114 21,760

区分 宿日直手当
管  理  職  員
特別勤務手当

寒冷地手当 期末手当 勤勉手当

補正前 948 3,095 421,749 337,114 21,760

比　 較
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イ　会計年度任用職員  (単位：千円)

給　　　　　与　　　　　費

（　　）内は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当

の内訳

区　　　分 職員数(人) 共済費 合       計 備　　考

報　酬 給　料 職員手当 計

160,923 1,106,680
125

補 正 前
(480)

571,122 280,153 94,958 946,233

補 正 後
(482)

573,972 277,687 94,098 945,757

161,561 1,107,794
126

比 較
2

2,850 △ 2,466 △ 860 △ 476 △ 638 △ 1,114
△ 1

区分 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当

補正後 7,173 7,140 28

補正前 7,269 7,410 28

比　 較 △ 96 △ 270

児童手当

補正後 79,457 300

区分 宿日直手当
管  理  職  員
特別勤務手当

寒冷地手当 期末手当 勤勉手当

補正前 79,951 300

比　 較 △ 494

-22-



　（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増減事由別内訳（千円） 説　　　　　　　　　明

給　　料

職員手当

そ の 他 の 増 減 分 △ 2,466 会計年度任用職員給料の減 △ 2,466 フルタイムからパートタイムへの変更

増減額(千円) 備　　　　　　　考

△ 2,466 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分

昇 給 に 伴 う 増 加 分

そ の 他 の 増 減 分 562 時間外手当の増 1,422

562 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分

会計年度任用職員職員手当等の減 △ 860 フルタイムからパートタイムへの変更

新型コロナワクチン接種業務（春・秋開始
接種）、子育て世帯生活支援特別給付金業
務及び電力・ガス・食料品等価格高騰支援
給付金業務
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(単位：千円)

令和４年度末 令和４年度 令和５年度末

繰越事業

　　        区　　　　　　　分 現在高見込額 起債見込額 補正前 補正額 計 補正前 補正額 計 現在高見込額

1． 普　　　　通　　　　債 3,633,310 209,600 271,100 271,100 395,288 395,288 3,718,722

（ 1 ） 総 務 債 32,437 19,200 6,313 6,313 45,324

（ 2 ） 民 生 債 55,156 52,702 52,702 2,454

（ 3 ） 衛 生 債 422,457 13,400 13,400 21,193 21,193 414,664

（ 4 ） 農 林 水 産 業 債 665,138 154,700 119,100 119,100 26,972 26,972 911,966

（ 5 ） 商 工 債 27,054 3,370 3,370 23,684

（ 6 ） 土 木 債 978,082 35,700 138,600 138,600 171,071 171,071 981,311

（ 7 ） 消 防 債 20,149 2,154 2,154 17,995

（ 8 ） 教 育 債 1,432,837 111,513 111,513 1,321,324

２． 災　　害　　復　　旧　　債 171,281 57,100 38,100 38,100 24,944 24,944 241,537

（ 1 ） 補 助 災 害 復 旧 債 170,024 57,100 38,100 38,100 24,316 24,316 240,908

（ 2 ） 単 独 災 害 復 旧 債 1,257 628 628 629

３． そ　　　　の　　　　他 34,760,990 435,600 1,765,100 442,200 2,207,300 4,832,690 4,832,690 32,571,200

（ 1 ） 辺 地 対 策 事 業 債 1,818,053 70,900 269,200 269,200 258,125 258,125 1,900,028

（ 2 ） 過 疎 対 策 事 業 債 9,805,913 233,900 1,189,200 442,200 1,631,400 1,118,248 1,118,248 10,552,965

（ 3 ） 合 併 特 例 債 8,139,785 1,756,166 1,756,166 6,383,619

（ 4 ） 全 国 防 災 事 業 債 194,776 11,026 11,026 183,750

（ 5 ） 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債 2,000,828 19,400 19,400 406,451 406,451 1,613,777

（ 6 ） 公共施設等適正管理推進事業債 31,501 4,499 4,499 27,002

（ 7 ） 防災･減災･国土強靱化緊急対策事業債 253,338 123,700 8,461 8,461 368,577

（ 8 ） 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 債 79,588 7,100 72,400 72,400 5,233 5,233 153,855

（ 9 ） 緊 急 浚 渫 推 進 事 業 債 2,400 2,400

（10） 脱 炭 素 化 推 進 事 業 債 30,900 30,900 30,900

（11） 減 税 補 塡 債 40,717 17,776 17,776 22,941

（12） 臨 時 財 政 対 策 債 12,347,800 184,000 184,000 1,240,923 1,240,923 11,290,877

（13） 減 収 補 て ん 債 46,291 5,782 5,782 40,509
　　        合　　　　　　　計 38,565,581 702,300 2,074,300 442,200 2,516,500 5,252,922 5,252,922 36,531,459

地方債の令和４年度末における現在高及び令和５年度末における現在高の見込みに関する調書

令　和　５　年　度　中　増　減　見　込　額

起　債　見　込　額 元　金　償　還　見　込　額
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議案第４０号 

  

南砺市城端織物会館条例の廃止について 

  

南砺市城端織物会館条例を廃止する条例を別紙のとおり定める。 

   

  

令和５年５月１１日提出 

  

  

                         南砺市長 田 中 幹 夫 
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南砺市条例第  号 

  

南砺市城端織物会館条例を廃止する条例 

  

南砺市城端織物会館条例（平成１６年南砺市条例第２０３号）は、廃止する。    

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４１号 

 

財産の取得について 

 

下記のとおり財産を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（平成１６年南砺市条例第５１号）第３条の規定により、議会

の議決を求める。 

 

 

令和５年５月１１日提出 

 

 

南砺市長 田 中 幹 夫 

 

 

記 

 

１ 財産の種別、数量  圧雪車 １台 

２ 取 得 の 方 法  指名競争入札 

３ 取 得 価 格  ７６，２３０，０００円 

            （内消費税等６，９３０，０００円） 

４ 契 約 の 相 手 方   長野県長野市北尾張部１４５番地 

             日本ケーブル株式会社長野支店 

            執行役員長野支店長 小澤 弘一 
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議案第４２号 

 

財産の減額貸付について 

 

下記のとおり財産を減額貸付したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第６号の規定により議会の議決を求める。 

 

 

令和５年５月１１日提出 

 

 

南砺市長 田 中 幹 夫 

 

 

記 

 

 １ 財 産 の 名 称  南砺市城端織物会館 

 ２ 財産の種別、数量 

種別 所在地 数量 

建物（木造２階建） 南砺市城端６４８番地１ ４６３．７０㎡ 

３ 減 額 貸 付 価 格  無償 

４ 貸 付 期 間  議決があった日から令和１０年３月３１日まで 

５ 貸 付 の 相 手 方  住所 富山県富山市布瀬町南一丁目２２地番４ 

ティービーパラッツォ３０１号 

             氏名 Ｌａ Ｓｏｉｅｅ株式会社 

代表取締役 髙松 太一郎 
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報告第２号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、損害賠償

に係る和解について専決処分したので、同条第２項の規定により下記のとおり報告す

る。 

 

 

令和５年５月１１日提出 

 

 

南砺市長 田 中 幹 夫 

 

 

記 

 

専決 

番号 
概       要 和解の相手方 損害賠償額 

専決処分 

年 月 日 

4 
令和 5 年 3 月 6 日に南砺市井波地

内で発生した市道における車両の損

傷事故 

南砺市在住 1 名 市が支払う額 
128,876 円 

 

令和 5 年 
3 月 29 日 
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